
◎R7国庫協調路線の計画変更内容（R7.4 月～） 
 

 

＜申請番号 14＞明石駅前-伊川谷駅-名谷駅前 

  利用実態に即し、平日・土休日に運行する１往復を明石駅前～伊川谷駅に短絡化し、平日

の６往復については学園都市駅も経由する運行内容に変更。なお、新設する学園都市経

由便は、補助対象系統と一部経路は異なるものの、同一の需要に対応する系統として補

助対象系統に含むものとする。 

  短絡化した路線は補助対象外となるため、運行回数は 7.6 回→7.1 回/日（便数ならば運

行回数×２） 

 

 

＜申請番号 16＞社-御坂-三宮 

  利用実態に即し、平日運行の１便および土休日運行の１往復を減便（13.8 回→13.4 回/

日（便数ならば運行回数×２）） 

 

 

＜申請番号 18＞三木営業所-硯町-明石駅前 

  利用実態に即し、平日運行の１往復を減便するとともに、平日２往復と土休日３往復を

明石駅前-平野橋に短絡 

  短絡化した路線は補助対象外となるため、運行回数は 11.6 回→10.1 回/日（便数ならば

運行回数×２） 

 

 

＜申請番号 21＞大久保駅-岩岡出張所前-西神中央駅前 

  利用実態に即し、平日運行の３便および土休日運行の５便を大久保駅-上岩岡に短絡 

  短絡化した路線は補助対象外となるため、運行回数は 14.3 回→13.4 回/日（便数ならば

運行回数×２） 

 



明石駅前～伊川谷駅～名谷駅前線 の経路変更（案 R7.4～）について

【主系統】平日1.0回，土日祝6.0回
明石駅前～伊川谷駅～名谷駅前

（往17.4km 復17.6km）

【みなし系統】平日6.0回
明石駅前～伊川谷駅～学園都市駅前～名谷駅前

　（往20.4km 復20.6km）

学園都市駅前 名谷駅前

伊川谷駅

明石駅前

往1.4km 復1.6km



令和７年度

　令和８年度、令和９年度については、令和７年度事業から土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略

(1)
社～三木営業所～明

石駅前（12） 8,226.0

(2)
明石駅前～伊川谷駅

～名谷駅前（14） 1,981.0

(3)
三木営業所～養田～
西神中央駅前（15） 2,821.5

(4) 社～御坂～三宮（16） 18,636.5

(5)
三木営業所～硯町～

明石駅前（18） 5,805.0

(6)
大久保駅～岩岡出張
所前～西神中央駅前

（21）
3,820.0

(7)

41,290.0

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

神姫バス株式会社
兵庫県

（神戸市）

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるもの
とする。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に
該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

特
例
措
置

合　　　　　計

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

R5

％

R4

％

R3

％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

京阪神 441円.88銭 554円.21銭 441円.88銭 394円.01銭 

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用
(a+b+c)/3= ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ=ト

北近畿 441円.88銭 416円.27銭 416円.27銭 394円.01銭 

北近畿 433円.85銭 436円.99銭 454円.82銭 

京阪神 433円.85銭 436円.99銭 454円.82銭 

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

23,593,051.0 ㎞

経常収支率 76.74

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当

たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当

たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当た

り経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

営業損益 △ 2,389,189千円 営業外損益 8,377千円 経常損益 △ 2,380,812千円

経常収益（イ”） 7,855,062千円

営業費用 10,221,334千円 営業外費用 14,540千円 経常費用（ロ”） 10,235,874千円

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

23,751,397.0 ㎞

経常収支率 82.26

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 7,832,145千円 営業外収益 22,917千円

営業損益 △ 1,848,475千円 営業外損益 7,919千円 経常損益 △ 1,840,556千円

経常収益（イ’） 8,538,706千円

営業費用 10,367,750千円 営業外費用 11,512千円 経常費用（ロ’） 10,379,262千円

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
23,543,645.0 ㎞

経常収支率 86.62

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 8,519,275千円 営業外収益 19,431千円

営業損益 △ 1,443,830千円 営業外損益 11,999千円 経常損益 △ 1,431,831千円

9,276,469千円

営業費用 10,699,346千円 営業外費用 8,954千円 経常費用（ロ） 10,708,300千円

事業者名 神姫バス株式会社 Ｒ７

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 9,255,516千円 営業外収益 20,953千円 経常収益（イ）



３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合 神姫バス株式会社 Ｒ７

②
①×②

＝③

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

36.5km 16.4km 

36.5km 4.5km 

36.5km 10.1km 

36.5km 5.5km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

14.1km 9.6km 

14.1km 4.5km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

46.6km 19.0km 

46.6km 4.5km 

46.6km 10.1km 

46.6km 13.0km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

20.9km 16.4km 

20.9km 4.5km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

118.1km 61.4km 56.7km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

36.5km 20.1km 

36.5km 13.3km 

36.5km 3.1km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

17.5km 

17.5km 1.6km 

17.5km 15.9km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

14.1km 4.5km 

14.1km 9.6km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

46.6km 27.6km 

46.6km 19.0km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

20.9km 4.5km 

20.9km 13.3km 

20.9km 3.1km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

18.7km 

18.7km 3.2km 

18.7km 15.5km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

154.3km 56.7km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

272.4km 118.1km 

往118.2km 

復272.3km 復118.0km 

往272.5km 
合計 10系統 

往56.7km 

復154.3km 復56.7km 

往154.3km 
計 6系統 

往15.5km ％

復18.7km 復15.5km 82.887

往18.7km 
神戸市

往18.7km 往3.2km ％

復18.7km 復3.2km 17.112

100.000

明石市

％ ％
365日

4,893.5回 
7.4 99.1人 

往18.7km 

(13.4回) 復18.7km 
21

大久保駅～岩岡

出張所前～西神

中央駅前

大久保駅 岩岡出張所前 西神中央駅前

往3.1km ％

復20.9km 復3.1km 14.832

往20.9km 
明石市

往13.3km ％

復20.9km 復13.3km 63.636

往20.9km 
神戸市

78.468

往4.5km ％ ％

復4.5km 
365日

3,706.0回 
6.2 62.6人 

往20.9km 

(10.1回) 復20.9km 
18

三木営業所～硯

町～明石駅前
三木営業所 硯町 明石駅前

往19.1km ％

復46.5km 復18.9km 40.772

往46.7km 
神戸市

40.772

往27.6km ％ ％

復27.6km 
365日

4,925.0回 
6.1 81.7人 

往46.7km 

(13.4回) 復46.5km 
(16) 社～御坂～三宮 社 御坂 三宮

往9.6km ％

復14.1km 復9.6km 68.085

往14.1km 
神戸市

68.085

往4.5km ％ ％

復4.5km 
365日

2,550.0回 
3.0 20.7人 

往14.1km 

(6.9回) 復14.1km 
15

三木営業所～養

田～西神中央駅

前

三木営業所 養田 西神中央駅前

往15.8km ％

復17.6km 復16.0km 90.857

往17.4km 
神戸市

往17.4km 往1.6km ％

復17.6km 復1.6km 9.142

100.000

明石市

％ ％
365日

2,612.0回 
7.1 50.4人 

往17.4km 

(7.1回) 復17.6km 
14

明石駅前～伊川

谷駅～名谷駅前
明石駅前 伊川谷駅 名谷駅前

往3.1km ％

復36.5km 復3.1km 8.493

往36.5km 
明石市

往13.3km ％

復36.5km 復13.3km 36.438

往36.5km 
神戸市

44.931

往20.1km ％ ％

復20.1km 
365日

3,755.0回 
6.3 64.2人 

往36.5km 

(10.2回) 復36.5km 
(12)

社～三木営業所

～明石駅前
社 三木営業所 明石駅前

京

阪

神

往61.5km 

復118.0km 復61.3km 

往118.2km 
計 4系統 

往20.9km 往4.5km ％

復20.9km 復4.5km 21.531

21.531

三木市

往16.4km ％ ％

復16.4km 
365日

3,706.0回 
6.2 62.6人 

往20.9km 

(10.1回) 復20.9km 
(18)

三木営業所～硯

町～明石駅前
三木営業所 硯町 明石駅前

往13.0km ％

復46.5km 復13.0km 27.896

往46.7km 
三木市

往10.1km ％

復46.5km 復10.1km 21.673

往46.7km 
小野市

往46.7km 往4.5km ％

復46.5km 復4.5km 9.656

59.227

加東市

往19.1km ％ ％

復18.9km 
365日

4,925.0回 
6.1 81.7人 

往46.7km 

(13.4回) 復46.5km 
16 社～御坂～三宮 社 御坂 三宮

往14.1km 往4.5km ％

復14.1km 復4.5km 31.914

31.914

三木市

往9.6km ％ ％

復9.6km 
365日

2,550.0回 
西神中央駅前

％

復36.5km 復5.5km 15.068

往36.5km 
三木市

％

復36.5km 復10.1km 27.671

往36.5km 
小野市

％

復36.5km 復4.5km 12.328

55.068

加東市

往16.4km ％ ％

復16.4km 
365日

3,755.0回 
6.3 64.2人 

往36.5km 

(10.2回) 復36.5km 
12

社～三木営業所

～明石駅前
社 三木営業所 明石駅前

北

近

畿

オ÷チ＝ク リ ヌ

往36.5km 往4.5km 

往10.1km 

往5.5km 

3.0 20.7人 
往14.1km 

(6.9回) 復14.1km 
(15)

三木営業所～養

田～西神中央駅

前

三木営業所 養田

ル ル÷チ
（チー（リ＋ヌ＋

ル））÷チ＝ヲ

起点
主な

経由地
終点

①＝カッコ内 チ オ

系統キロ程と地

域公共交通再編

事業を実施する

区域におけるキ

ロ程との比率

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック都道府県

外乗入部分のキロ程

他路線との競合

部分に係るキロ程

他路線との競合

率

補助ブロック外乗

入 部 分 、 同 一 補

助ブロック都道府

県 外乗 入部 分及

び 他 路 線 と の 競

合 部分 以 外 のキ

ロ程の比率

計画運

行日数

計画運行回数

（　）

計画平均

乗車密度

計画輸

送量
系統キロ程

地域公共交通再編事業を

実施する区域におけるキ

ロ程

補

助

ブ

ロ

ッ
ク

名

申

請

番

号

特

例

措

置

運行

系統名

運行系統



神姫バス株式会社 Ｒ７

12

(15)

16

(18)

(12)

14

15

(16)

18

21

神姫バス株式会社 Ｒ７

負担

割合

負担

割合

負担

割合

負担

割合

12

9.7% 63.3% 27.0%

9.7% 63.3% 27.0%

9.7% 63.3% 27.0%

(15)

3.9% 25.1% 71.0%

16

100.0%

100.0%

100.0%

(18)

8.6% 55.7% 35.7%

0.9% 5.8% 93.3%

(12)

13.3% 86.7%

13.3% 86.7%

14

13.3% 86.3% 0.4%

13.4% 86.6%

15

4.2% 27.1% 68.7%

(16)

100.0%

18

13.3% 86.7%

13.3% 86.7%

21

13.3% 86.7%

13.3% 86.6% 0.1%

1.7% 11.3% 87.0%

1.3% 8.6% 90.1%574,409,929円 405,741,929円 5,359,998円 34,833,243円 71,466,180円 合計 349,141,559円 174,571,902円 16,271,756円 337,328 千円 168,668千円 

206,364,237円 3,589,065円 23,322,176円 29,003,621円 

509,333円 3,310,667円 988円 

計 190,385,381円 182,191 千円 91,097.0千円 297,461,237円 

683,280円 

神戸市 7,640,988円 7,640 千円 3,820.0千円 7,640,988円 3,820,988円 

明石市 1,577,480円 1,577 千円 789.0千円 1,577,480円 788,480円 105,200円 

9,218,561円 4,609,561円 9,218,561円 9,218,561円 9,218 千円 4,609.0千円 

5,805,638円 774,000円 5,031,000円 638円 

明石市 2,706,156円 2,706 千円

神戸市 11,610,638円 11,610 千円 5,805.0千円 

11,087,394円 

1,353.0千円 2,706,156円 1,353,156円 180,400円 1,172,600円 156円 

37,273,894円 37,273,894円 37,273 千円 18,636.5千円 101,619,515円 

41,432,308円 22,795,808円 22,795,808円 

14,316,795円 14,316,795円 14,316 千円 7,158.0千円 18,245,394円 

9,026,311円 376,200円 2,445,300円 6,204,811円 神戸市 9,735,484円 5,643,758円 5,643 千円 2,821.5千円 

14,580,001円 

神戸市 37,273,894円 37,273 千円 18,636.5千円 

82,983,015円 

4,360,681円 4,360,681円 4,360 千円 2,180.0千円 4,360,681円 

9,735,484円 9,735,484円 5,643,758円 5,643 千円 2,821.5千円 17,401,501円 

1,981.0千円 3,961,983円 1,980,983円 264,866円 1,716,117円 

398,653円 199,653円 26,600円 172,400円 653円 

35,008,723円 

神戸市 16,452,567円 16,452 千円 8,226.0千円 

20,287,345円 20,287,345円 20,287 千円 10,143.5千円 45,152,223円 

神戸市 3,961,983円 3,961 千円

明石市 398,653円 398 千円 199.0千円 

2,180,681円 

204,933円 1,332,067円 

京

阪

神

276,948,692円 199,377,692円 1,770,933円 11,511,067円 42,462,559円 計 158,756,178円 77,571.0千円 

1,917.5千円 3,834,778円 1,917,278円 255,666円 1,661,612円 

16,452,567円 8,226,567円 1,096,800円 7,129,200円 567円 

明石市 3,834,778円 

16,335,279円 16,335,279円 

12,690,997円 

三木市 24,024,560円 24,024 千円 12,012.5千円 28,347,779円 

三木市 3,074,223円 3,074 千円

3,074,223円 3,074,223円 3,074 千円 1,537.0千円 18,245,394円 16,708,394円 

854,415円 1,537.0千円 3,928,415円 2,391,415円 

5,654,380円 

小野市 18,665,195円 18,665 千円 9,333.0千円 22,023,997円 12,690,997円 

4,158.0千円 9,812,380円 5,654,380円 加東市 8,315,929円 8,315 千円

1,079,867円 3,061,515円 

51,007,407円 51,007,407円 51,007 千円 25,503.5千円 101,619,515円 76,116,015円 

三木市 4,298,907円 2,492,120円 2,492 千円 1,246.0千円 5,553,515円 4,307,515円 166,133円 

17,401,501円 16,155,501円 

1,057,536円 2,873.0千円 6,803,536円 3,930,536円 383,067円 2,489,933円 

7,218,071円 703,467円 4,572,533円 1,942,071円 

4,298,907円 4,298,907円 2,492,120円 2,492 千円 1,246.0千円 

5,276.0千円 12,494,071円 

加東市 4,700,929円 4,700 千円 2,350.0千円 5,566,366円 3,216,366円 313,333円 

45,152,223円 34,653,223円 

負担額 負担額

2,036,667円 866,366円 

北

近

畿

ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’

ツ×みなし運行

回数／①計画運

行回数＝ネ

ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム

79,379,142円 4,984,240円 155,137 千円

95,192,760円 11,287,516円 

20,998,605円 20,998,605円 20,998 千円 10,499.0千円 

三木市 5,745,750円 5,745 千円

小野市 10,551,543円 10,551 千円

3,834 千円

11,847,811円 

11,610,638円 

損失額から国庫

補助額を控除し

た額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の

具体的概要

ム－ラ＝ウ 負担額 負担額

182,696,197円 

補

助

ブ

ロ

ッ
ク

名

申

請

番

号

特

例

措

置

ソのうち補助ブ

ロック外乗入部

分、同一補助ブ

ロック都道府県外

乗入部分及び他

路線との競合部

分以外に係るも

の

ソのうち補助ブ

ロック外乗入部分

及び同一補助ブ

ロック都道府県外

乗入部分以外に

係るもの

計画平均乗車

密度が5人

未満の路線

補助対象経費 計画額

経常費用から

経常収益を控除

した額

405,826,564円 1,303,732.8 ㎞ 351,704,914円 195,997,875円 246,466,253円 240,751,476円 914,409.1 ㎞ 385,574,053円 1,325,477.7 ㎞

78.468% 154,910.8km 68,451,984円 324円.10銭 59,622,444円 187,180.4 ㎞

415円.49銭 71,652,946円 9,218,561円 36,392,178円 9,218,561円 

合計 1,239,483.1km 547,702,789円 

109,441,582円 297,760.1 ㎞ 367円.54銭 101,916,155円 245,287.9 ㎞100.000% 183,016.9km 80,871,507円 391円.51銭 

459,754.4km 203,156,274円 220円.85銭 52,377,842円 286,194.6 ㎞

13,823,303円 68,413.2 ㎞ 202円.05銭 13,731,387円 71,656.2 ㎞ 191円.62銭 

337円.02銭 50,206,590円 18,245,394円 30,803,392円 18,245,394円 318円.52銭 56,901,969円 179,635.5 ㎞ 316円.76銭 59,661,557円 177,023.0 ㎞

75,973,713円 45,152,223円 

256円.16銭 101,536,759円 101,619,515円 91,420,323円 91,420,323円 183円.01銭 90,533,380円 405,280.8 ㎞ 223円.38銭 112,219,061円 438,075.2 ㎞

14,374,089円 17,401,501円 14,299,015円 14,299,015円 

242,091,151円 157,815,357円 179,957,926円 152,002,437円 800,869.1km 235,162,451円 921,615.0km 262,864,557円 合計 960,690.2km 399,906,508円 197,292,043円 

4,360,681円 19,044,674円 4,360,681円 106,102.6 ㎞ 386円.13銭 41,045,852円 97,685.0 ㎞ 420円.18銭 37,960,817円 

54,506,671円 45,152,223円 

100.000% 95,776.0km 42,321,498円 396円.35銭 43,459,433円 

21.531% 154,910.8km 64,484,718円 324円.10銭 59,622,444円 

44.931% 274,115.0km 121,125,936円 277円.16銭 71,756,027円 261,788.1 ㎞ 274円.09銭 73,903,799円 268,285.5 ㎞

京

阪

神

960,759.9km 

68.085% 71,910.0km 31,775,590円 199円.89銭 13,535,730円 65,706.0 ㎞ 206円.00銭 

113,540.0 ㎞ 382円.76銭 40,970,020円 

275円.46銭 77,252,552円 274,005.5 ㎞ 281円.93銭 

40.772%

256円.16銭 101,536,759円 89,845,205円 86,121,883円 86,121,883円 286,194.6 ㎞ 183円.01銭 90,533,380円 405,280.8 ㎞ 223円.38銭 112,219,061円 

191円.62銭 14,374,089円 15,559,886円 13,470,288円 13,470,288円 

177,023.0 ㎞ 337円.02銭 50,206,590円 14,278,128円 29,018,123円 14,278,128円 187,180.4 ㎞ 318円.52銭 56,901,969円 179,635.5 ㎞ 316円.76銭 59,661,557円 

59.227% 459,754.4km 191,381,964円 220円.85銭 52,377,842円 

206円.00銭 13,823,303円 68,413.2 ㎞ 202円.05銭 13,731,387円 71,656.2 ㎞31.914% 71,910.0km 29,933,975円 199円.89銭 13,535,730円 65,706.0 ㎞

438,075.2 ㎞

281円.93銭 75,973,713円 38,132,138円 51,347,632円 38,132,138円 274円.09銭 73,903,799円 268,285.5 ㎞ 275円.46銭 77,252,552円 274,005.5 ㎞55.068% 274,115.0km 114,105,851円 277円.16銭 71,756,027円 261,788.1 ㎞

カ×9/20＝レ ソ

北

近

畿

補助対象系統の

実車走行キロ当

たり経常収益

ヤ'÷マ'=e

経常収益

ヤ

実車走行

キロ

マ

補助対象系統の

実車走行キロ当

たり経常収益

ヤ÷マ=f

ノ×ワ以上の額：

ヨ
カ－ヨ＝タ(d+e+f)/3=ノ

経常収益

ヤ"

実車走行

キロ

マ"

補助対象系統の

実車走行キロ当

たり経常収益

ヤ"÷マ"=d

経常収益

ヤ'

実車走行

キロ

マ'

補助対象系統のキロ当たり経常収益 補助対象系統の

経常収益の見込

額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した

額

補助対象経費

の限度額

タ又はレのうちい

ずれか少ないほ

うの額

基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

補

助

ブ

ロ

ッ
ク

名

申

請

番

号

特

例

措

置

補助ブロック外乗

入部分及び同一

補助ブロック都道

府県外乗入部分

以外のキロ程の

比率

計画実車走行

キロ

補助対象

経常費用

の見込額

（チー（リ＋ヌ）÷

チ＝ヲ’
ワ

ヘ×ワ以下の額：

カ



(1) 記載要領

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。

　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に

相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、い ずれか高い額を記載すること。

　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を 平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を 記載することで足りるものとする。

　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。

　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程（リ）－

同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ

程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで 算出して記載すること。

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を 記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から左記

の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を 記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を 記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が

異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス 及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるとき

は、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。


